
小
特
集

六
角
氏
式
目
と
永
源
寺
文
書
の
研
究

㈡

永
源
寺
文
書
中
世
文
書
目
録

㈡

本
目
録
は
︑
永
源
寺
所
蔵
の
永
源
寺
文
書
︵
栗
東
歴
史
民
俗
博
物
館
寄
託
分
︶
の

う
ち
︑
中
世
文
書
に
つ
い
て
︑
二
〇
二
三
～
四
年
度
東
島
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
参
加
者
が

行
っ
た
調
査
に
基
づ
き
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
︒
目
録
の
作
成
方
針
に
つ
い
て

は
︑
本
誌
六
九
〇
号
の
小
特
集
㈠
に
掲
載
し
た
︑﹁
永
源
寺
中
世
文
書
目
録

㈠
﹂︑

な
ら
び
に
濱
野
未
来
﹁
中
世
史
に
お
け
る
永
源
寺
と
永
源
寺
文
書

付

長
櫃
中
世

文
書
解
題
﹂
を
参
照
さ
れ
た
い
︒

目
録
作
成
に
あ
た
っ
て
は
︑
二
〇
二
三
～
五
年
度
東
島
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
参
加
者

︵
大
西
優
輝
︑
岡
村
隆
洋
︑
奥
芝
理
沙
︑
神
門
裕
太
郎
︑
佐
野
啓
生
︑
島
津
恒
星
︑
塚
本

優
樹
︑
野
村
龍
葵
︑
花
垣
安
奈
︑
羽
成
祥
子
︑
濱
野
未
来
︑
部
屋
裕
俊
︑
松
田
仁
志
︑
森

下
裕
真
︑
山
内
理
菜
︑
米
田
豪
︶
で
整
理
を
お
こ
な
い
︑
校
正
を
佐
野
啓
生
︑
濱
野

未
来
︑
部
屋
裕
俊
︑
松
田
仁
志
︑
米
田
豪
が
担
当
し
︑
東
島
誠
教
授
が
監
修
し

た
︒凡

例

�
表
一
段
目
の
﹁
目
録
番
号
﹂
は
函
ご
と
の
番
号
︵﹃
永
源
寺
関
係
寺
院
古
文
書
等

調
査
報
告
書
﹄
で
の
目
録
番
号
︵
原
則
編
年
順
︶
に
準
拠
︶
を
︑
二
段
目
の
﹁
文
番

号
﹂
は
﹃
永
源
寺
文
書
目
録
﹄
で
の
番
号
︑﹁
遺
番
号
﹂
は
﹃
戦
国
遺
文

佐
々
木
六
角
氏
編
︵
オ
ン
デ
マ
ン
ド
版
︶
﹄
に
所
収
が
あ
る
場
合
は
そ
の
文
書
番

号
を
示
し
て
い
る
︒

�
年
末
発
給
文
書
の
西
暦
に
つ
い
て
は
︑
本
来
翌
年
と
す
べ
き
で
あ
る
が
︑
同
年

の
ま
ま
表
記
し
た
︒

�
文
書
名
に
つ
い
て
は
︑
原
則
と
し
て
原
題
を
採
り
︑
必
要
に
応
じ
て
︵

︶
で

内
容
を
補
っ
た
︒
原
題
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
︑︹

︺
を
付
し
て
記
し
た
︒

基
本
的
に
は
﹃
永
源
寺
等
関
係
寺
院
古
文
書
等
関
係
調
査
報
告
書
﹄
︵
滋
賀
県

教
育
委
員
会
︶
に
依
拠
し
て
い
る
が
︑
内
容
検
討
の
う
え
︑
よ
り
適
切
な
文
書

名
が
付
与
で
き
る
場
合
等
は
︑
独
自
に
文
書
名
を
変
更
し
︑
そ
の
際
は
註
に
示

し
た
︒

�
売
券
・
寄
進
状
等
に
つ
い
て
は
︑
田
畠
・
畠
地
・
在
家
等
を
省
略
し
た
︒

�
な
お
︑
人
名
比
定
に
関
し
て
︑﹃
戦
国
遺
文

佐
々
木
六
角
氏
編
﹄
所
収
文
書
に

つ
い
て
は
︑
補
遺
に
加
え
︑
編
者
で
あ
る
村
井
祐
樹
氏
の
東
京
大
学
史
料
編
纂

所
個
人
ペ
ー
ジ
︵
h
ttp
s:/
/
w
w
w
.h
i.u
-to
k
y
o
.a
c.jp
/
p
e
rso
n
a
l/
m
u
ra
i/
n
e
w
p
a
g
e
1
.

h
tm
l︶
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
﹁
正
誤
表
﹂
お
よ
び
﹁
補
遺
目
録
﹂
と
も
照
合
を

お
こ
な
っ
た
︒
ま
た
︑
村
井
祐
樹
﹃
中
世
史
料
と
の
邂
逅
︱
︱
室
町
・
戦
国
・

織
豊
期
の
文
書
と
記
録
﹄
︵
思
文
閣
出
版
︑
二
〇
二
四
年
︶
に
は
︑
附
編
一
と
し

て
﹁﹃
戦
国
遺
文

佐
々
木
六
角
氏
編
﹄
続
補
遺
﹂
︑
附
編
二
と
し
て
﹁
戦
国
時

代
佐
々
木
六
角
氏
関
係
記
録
史
料
集
︵
稿
︶
補
遺
﹂
が
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
附

編
一
は
︑
右
に
挙
げ
た
史
料
集
と
併
せ
て
参
照
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
︒
附
編

永
源
寺
文
書
中
世
文
書
目
録

㈡
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二
は
︑
村
井
祐
樹
﹃
戦
国
大
名
佐
々
木
六
角
氏
の
基
礎
的
研
究
﹄
︵
思
文
閣
出

版
︑
二
〇
一
二
年
︶
所
収
の
﹁
附
編

戦
国
時
代
佐
々
木
六
角
氏
関
係
記
録
史
料

集
︵
稿
︶﹂
の
補
遺
で
あ
り
︑
関
連
史
料
と
し
て
こ
の
両
者
も
参
考
と
な
る
︒

�
差
出
・
宛
所
は
︑
史
料
中
の
表
記
通
り
に
示
し
た
︒
官
途
の
み
で
実
名
を
比
定

で
き
る
場
合
は
補
い
︑
花
押
等
が
あ
る
場
合
は
そ
の
情
報
も
︵

︶
で
付
記
し

た
︒
敬
称
︵﹁
殿
﹂﹁
様
﹂
等
︶
は
省
略
し
た
が
︑﹁
御
中
﹂
等
史
料
上
の
表
記
が

適
当
と
考
え
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
︑
そ
の
ま
ま
表
記
し
た
︒

�
連
署
状
で
の
差
出
人
名
は
︑
文
書
中
の
袖
か
ら
奥
に
向
か
う
順
に
示
し
た
︒

�
法
量
の
単
位
は
縦
×
横
を
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
示
し
た
︒
紙
を
継
い
で
い
る
も

の
は
︑
そ
の
全
長
を
示
し
た
︒
礼
紙
や
包
紙
等
を
貼
り
付
け
て
巻
装
さ
れ
て
い

る
も
の
は
︑
現
状
で
計
測
し
た
︒

�
史
料
の
損
傷
状
態
に
つ
い
て
の
情
報
は
省
略
し
た
︒

�
備
考
欄
や
註
に
お
い
て
︑
既
存
の
目
録
や
史
料
集
に
言
及
す
る
場
合
︑
次
の
略

語
で
示
し
た
︒

・
滋
賀
県
教
育
委
員
会
事
務
局
文
化
財
保
護
課
編
﹃
永
源
寺
等
関
係
寺
院
古
文

書
等
関
係
調
査
報
告
書
﹄
︵
滋
賀
県
教
育
委
員
会
︑
一
九
九
八
年
︶
＝
滋

・
文
化
庁
文
化
財
部
美
術
学
芸
課
﹃
永
源
寺
文
書
目
録
﹄
︵
文
化
庁
文
化
財
美
術

学
芸
課
︑
二
〇
〇
二
年
︶
＝
文

・
村
井
祐
樹
編
﹃
戦
国
遺
文

佐
々
木
六
角
氏
編
︵
オ
ン
デ
マ
ン
ド
版
︶
﹄
︵
東
京

堂
出
版
︑
二
〇
一
六
年
︶
＝
遺

・
皆
川
完
一
・
黒
川
高
明
・
林
譲
・
近
藤
成
一
﹁
泉
涌
寺
・
鞍
馬
寺
・
水
無
瀬

神
宮
及
び
永
源
寺
に
お
け
る
史
料
調
査
﹂
︵﹃
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
報
﹄
二

三
号
︑
一
九
八
九
年
三
月
︑
一
〇
八
︱
一
一
六
頁
︶
＝
史
八
七

・
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
採
訪
マ
イ
ク
ロ
一
九
九
九
︱
〇
四
八
︵
書
目
Ｉ
Ｄ
〇

〇
〇
〇
二
四
〇
八
︶
︑
H
i-C
A
T
P
lu
s
上
の
内
容
細
目
︵
二
〇
二
四
年
九
月
同
所

内
端
末
で
の
閲
覧
時
点
︶
＝
史
九
九

・
永
源
寺
町
史
編
さ
ん
委
員
会
編
﹃
永
源
寺
町
史

古
文
書
編
﹄
︵
永
源
寺
町
︑

二
〇
〇
二
年
︶
＝
町

目
録
①
の
訂
正
と
補
足

『立
命
館
文
学
﹄
六
九
〇
号
に
掲
載
し
た
﹁
永
源
寺
文
書
中
世
文
書
目
録

㈠
﹂

の
う
ち
︑︹
目
録
①

長
櫃
中
世
文
書
︺
に
つ
い
て
︑
現
時
点
で
判
明
し
て
い
る

訂
正
︑
補
足
す
べ
き
情
報
を
︑
以
下
列
記
す
る
︒

⑴

文
書
の
法
量
に
つ
い
て

本
来
︑
当
ゼ
ミ
調
査
時
の
実
測
値
に
基
づ
き
記
載
す
る
こ
と
を
編
集
方
針
と
し

て
い
た
が
︑
六
号
︑
一
五
号
︑
二
四
号
︑
二
七
号
︑
三
六
号
︑
四
二
号
～
八
三
号

の
法
量
表
示
が
︑﹃
永
源
寺
文
書
目
録
﹄
の
ま
ま
と
な
っ
て
お
り
︑
実
測
値
に
更

新
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
︑
目
録
完
結
時

に
︑
一
括
更
新
す
る
こ
と
と
し
た
い
︒

⑵

六
号
文
書
の
訂
正
︵
文
書
名
・
差
出
︶

×
︹
月
本
支
国
売
券
︺
↓

〇
︹
月
本
友
国
売
券
︺

×

月
本
之
支
国
︵
略
押
︶
↓

〇

月
本
之
友
国
︵
略
押
︶

⑶

四
六
号
文
書
の
訂
正
︵
文
書
名
・
宛
所
︶

×
︹
永
源
寺
等
連
署
定
書
写
︺
↓

〇
︹
永
源
寺
某
・
含
空
院
某
連
署
掟
書
土
代
︺

×

小
倉
又
次
郎

↓

〇

小
倉
又
次

※
詳
細
は
︑
本
号
所
収
の
岡
村
論
文
を
参
照
︒

三
六
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⑷

三
六
号
文
書
の
補
足

本
文
書
に
付
し
た
註
一
三
で
は
︑﹁﹃
す
い
ち
ん
﹄
の
下
の
文
字
を
︑
史
九
九
は

︵
花
押
︶
と
み
て
本
文
書
を
正
文
と
す
る
が
︑﹃
也
﹄
と
判
読
し
︑﹃
瑞
珍
﹄
の
読

み
を
示
し
た
註
記
と
判
断
し
た
︒
よ
っ
て
本
文
書
は
正
文
で
な
く
︑
写
で
あ
る
﹂

と
記
し
た
︒
が
︑﹁
す
い
ち
ん
也
﹂
の
部
分
は
︑
当
寄
進
状
に
花
押
が
な
か
っ
た

た
め
︑
本
文
書
の
効
力
を
確
実
な
ら
し
め
る
べ
く
︑
花
押
を
据
え
る
よ
う
永
源
寺

か
ら
求
め
ら
れ
た
瑞
珍
が
︑
花
押
︵
略
押
︶
の
代
用
と
し
て
︑﹁
紛
れ
も
な
く
︑

す
い
ち
ん
の
寄
進
状
で
あ
る
﹂
の
意
で
そ
う
追
記
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
︒

こ
う
考
え
た
場
合
︑
本
文
書
は
正
文
と
見
な
す
べ
き
で
あ
る
︒
以
下
に
当
該
文
書

の
写
真
を
掲
載
し
︑
参
考
に
供
す
る
︒

永
源
寺
文
書
中
世
文
書
目
録
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目
録
⑤

函
二
二
二

三
八

436

目
録

番
号

文
番
号

遺
番
号

年
月
日

西
暦

文
書
名
︵
内
容
︶

差
出
↓
宛
所

法
量
︵
縦
×
横
︶

形
状

紙
数

員
数

備
考
・
註
記

一

一
〇
一

︱

貞
治
五
・
七
・
二
九

一
三
六
六

︹
曇
心
寄
進
状
︺

差
：
曇
心
︵
花
押
︶

宛
：︵
含
空
台
︶

三
一
・
〇
×
四
四
・
七

竪
紙

一
枚

一
通

一
～
二
〇
綴
込
一
括

註
一

二

一
〇
二

︱

永
和
三
・
二
・
二
九

一
三
七
七

︹
円
印
寄
進
状
︺

差
：
円
印
︵
花
押
︶

宛
：
純
公
庵
主
禅
師

二
九
・
八
×
四
四
・
八

竪
紙

一
枚

一
通

一
～
二
〇
綴
込
一
括

註
二

三

一
〇
三

︱

︵
応
安
六
︶・
一
〇
・
二
五

︵
一
三
七
三
︶

︹
聖
倫
書
状
︺

差
：
聖
倫
︵
花
押
︶

宛
：
侍
者
御
中

三
〇
・
二
×
四
四
・
三

竪
紙

二
枚

一
通

一
～
二
〇
綴
込
一
括

註
三

四

一
〇
四

︱

康
暦
二
・
六
・
二

一
三
八
〇

︹
熊
原
介
四
郎
利
銭
請
文
︺

差
：
字
熊
原
介
四
郎
︵
略
押
︶

宛
：︵
永
源
寺
ヵ
︶

二
八
・
四
×
四
三
・
八

竪
紙

一
枚

一
通

一
～
二
〇
綴
込
一
括

五

一
〇
五

︱

け
ん
か
う
︵
元
亨
ヵ
︶
二
・

一
・
一
三

一
三
二
二
ヵ

︹
め
う
ゐ
譲
状
︺

差
：
め
う
ゐ
︵
花
押
︶

宛
：︵
た
う
か
ん
︵
道
閑
︶
の
御
房
︶

三
〇
・
三
×
四
一
・
三

竪
紙

一
枚

一
通

一
～
二
〇
綴
込
一
括

註
四

六

一
〇
六

︱

応
安
三
・
二
・
六

一
三
七
〇

︹
乃
本
庵
主
置
文
︺

差
：
乃
本
︵
花
押
︶

宛
：
︱

三
〇
・
四
×
四
三
・
八

竪
紙

一
枚

一
通

一
～
二
〇
綴
込
一
括

註
五

七

一
〇
七

︱

応
安
六
・
一
〇
・
二
五

一
三
七
三

︹
聖
倫
条
々
置
文
︺

差
：
聖
倫
︵
花
押
︶

宛
：
︱

三
〇
・
七
×
四
三
・
六

竪
紙

一
枚

一
通

一
～
二
〇
綴
込
一
括

註
六

八

一
〇
八

︱

︵
明
応
二
︶・
一
〇
・
一
四

︵
一
四
九
三
︶

︹
並
木
長
胤
書
状
︺

差
：
並
木
長
胤
︵
花
押
︶

宛
：
小
椋
三
郷
名
主
御
百
姓
中

一
二
・
八
×
三
九
・
二

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
ヵ
︶

一
枚

一
通

一
～
二
〇
綴
込
一
括

註
七

九

一
〇
九

︱

永
正
一
二
・
五
・
三

一
五
一
五

︹
宝
寿
院
瑞
松
・
牧
隠
斎
瑞
用
連
署
奉
書
︺

差
：
宝
寿
院
瑞
松
・
牧
隠
斎
瑞
用

宛
：
山
上
六
ヶ
寺
・
同
各
庵
納
所
禅
師

一
二
・
五
×
三
九
・
一

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
ヵ
︶

一
枚

一
通

一
～
二
〇
綴
込
一
括

註
八

一
〇

一
一
〇

︱

延
徳
三
・
一
一
・
八

一
四
九
一

︹
前
田
代
長
吉
書
下
︺

差
：
前
田
代
長
吉
︵
花
押
︶

宛
：
当
郡
永
源
寺

一
二
・
三
×
三
九
・
二

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
ヵ
︶

一
枚

一
通

一
～
二
〇
綴
込
一
括

一
一

一
一
一

二
八
一

大
永
七
・
五
・
二
六

一
五
二
七

︹
六
角
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
︺

差
：
(隠
岐
ヵ
︶
忠
広
︵
花
押
︶
・
︵
池

田
︶
高
雄
︵
花
押
︶

宛
：
飯
高
山
永
源
寺
納
所
禅
師

一
二
・
八
×
三
九
・
三

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
ヵ
︶

一
枚

一
通

一
～
二
〇
綴
込
一
括

付
箋
あ
り
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一
二

一
一
二

︱

貞
治
五
・
六
・
五

一
三
六
六

︹
富
塚
曇
瓊
寄
進
状
︺

差
：︵
富
塚
︶
曇
瓊
︵
花
押
︶

宛
：︵
永
源
寺
塔
頭
︶

三
〇
・
八
×
四
四
・
八

竪
紙

一
枚

一
通

一
～
二
〇
綴
込
一
括

註
九

一
三

一
一
三

︱

延
文
元
・
一
二
・
二
八

一
三
五
六

︹
道
閑
置
文
︺

差
：
道
閑
︵
花
押
︶

宛
：
︱

三
〇
・
四
×
四
四
・
六

竪
紙

一
枚

一
通

一
～
二
〇
綴
込
一
括

一
四

一
一
四

︱

︵
明
応
二
︶・
一
二
・
二
五

︵
一
四
九
三
︶

︹
山
田
幸
実
書
状
︺

差
：
山
田
越
中
守
幸
実
︵
花
押
︶

宛
：
永
源
寺
・
含
空
院
・
永
安
寺
・
曹

源
寺
侍
者
御
中

一
二
・
三
×
三
八
・
九

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
ヵ
︶

一
枚

一
通

一
～
二
〇
綴
込
一
括

註
一
〇

一
五

一
一
五

︱

年
未
詳
・
四
・
二

︱

︹
並
木
行
長
書
状
︺

差
：
並
木
次
郎
九
郎
行
長
︵
花
押
︶

宛
：
永
源
寺
御
納
所
侍
者
禅
師

一
二
・
三
×
三
九
・
一

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
ヵ
︶

一
枚

一
通

一
～
二
〇
綴
込
一
括

一
六

一
一
六

八
九

明
応
四
・
一
二
・
二
一

一
四
九
五

︹
伊
庭
貞
隆
書
下
︺

差
：
出
羽
守
︵
伊
庭
貞
隆
︶
︵
花
押
︶

宛
：
山
上
六
ヶ
寺
・
同
各
庵
納
所
禅
師

一
三
・
五
×
三
九
・
一

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
ヵ
︶

一
枚

一
通

一
～
二
〇
綴
込
一
括

一
七

一
一
七

︱

寛
文
八
・
二

一
六
六
八

︹
永
源
寺
住
持
英
中
玄
賢
重
書
略
記
︺

差
：
維
那
祖
薫

宛
：
︱

三
〇
・
八
×
四
五
・
五

竪
紙

二
枚

一
通

一
～
二
〇
綴
込
一
括

一
八

一
一
八

八
一

明
応
二
・
九
・
八

一
四
九
三

︹
伊
庭
貞
隆
書
状
写
︺

差
：
出
羽
守
︵
伊
庭
貞
隆
︶
︵
花
押
影

ヵ
︶

宛
：
目
賀
田

一
五
・
〇
×
四
一
・
〇

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
ヵ
︶

一
枚

一
通

一
～
二
〇
綴
込
一
括

一
九

一
一
九

一
一
一

明
応
八
・
九
・
七

一
四
九
九

︹
六
角
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
写
︺

差
：
重

隆
︵
重

信

の

誤

写
︶︵
花

押

影
︶・
久
澄
︵
久
継
の
誤
写
︶
︵
花

押
影
︶

宛
：
目
賀
田

一
五
・
〇
×
四
〇
・
〇

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
ヵ
︶

一
枚

一
通

一
～
二
〇
綴
込
一
括

註
一
一

二
〇

一
二
〇

︱

︵
正
保
元
︶・
四
・
五

︵
一
六
四
四
︶

︹
井
伊
直
孝
書
状
︺

差
：
井
伊
掃
部
頭
直
孝
︵
花
押
︶

宛
：
進
藤
修
理
大
夫
︵
長
滋
︶

一
八
・
〇
×
四
五
・
二

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
ヵ
︶

一
枚

一
通

一
～
二
〇
綴
込
一
括

註
一
二

二
一

一
二
一

七
五
八

天
文
二
三
・
四
・
二
三

一
五
五
四

︹
飯
高
六
ヶ
寺
幷
諸
各
庵
・
同
輪
番
所
闕

所
条
々
︺

差
：
裏
花
押
︵
宮
木
賢
祐
︶
・︵
目
賀
田

貞
遠
︶

宛
：
︱

二
八
．
六
×
四
五
．
四

竪
紙

一
枚

一
通

註
一
三

二
二

一
二
二

︱

︵
延
宝
五
︶・
閏
一
二
・
一
二

︵
一
六
七
七
︶

口
上
覚
︵
永
源
寺
伝
奏
ニ
付
︶

差
：︵
千
種
有
維
︶

宛
：
︱

二
一
・
〇
×
二
五
・
四

小
切
紙

一
枚

一
通

二
二
～
四
四
綴
込
一
括

註
一
四

二
三

一
二
三

︱

年
未
詳
・
三
・
二
七

︱

︹
脇
豊
重
書
状
︺

差
：
脇
五
右
衛
門
尉
豊
重
︵
花
押
︶

宛
：
永
源
寺

三
〇
・
五
×
四
四
・
六

折
紙

一
枚

一
通

二
二
～
四
四
綴
込
一
括

註
一
五
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二
四

一
二
四

︱

︵
元
禄
十
二
︱
十
四
︶・
五
・

七︵
一
六
九
九
︱
一
七
〇
一
︶

︹
裏
松
意
光
書
状
︺

差
：
裏
松
前
中
納
言
︵
意
光
︶

宛
：
永
源
寺
和
尚
︵
雪
巌
全
立
︶

㊤
一
四
･
八
×
四
二
･五

㊦
一
四
･八
×
四
五
･二

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
ヵ
︶

二
枚

一
通

二
二
～
四
四
綴
込
一
括

註
一
六

二
五

一
二
五

︱

︵
宝
永
二
︶・
閏
四
・
二
九

︵
一
七
〇
五
︶

︹
井
上
正
岑
書
状
︺

差
：
井
上
大
和
守
︵
正
岑
︶

宛
：
永
源
寺
︵
全
応
玄
提
︶

一
八
・
二
×
二
五
・
一

小
切
紙

一
枚

一
通

二
二
～
四
四
綴
込
一
括

註
一
七

二
六

一
二
六

︱

︵
宝
永
二
︶・
閏
四
・
二
九

︵
一
七
〇
五
︶

口
上
覚
︵
入
院
御
礼
︶

差
：
松
平
右
京
大
夫
︵
輝
貞
︶

宛
：
永
源
寺
︵
全
応
玄
提
︶

一
八
・
〇
×
二
八
・
九

小
切
紙

一
枚

一
通

二
二
～
四
四
綴
込
一
括

註
一
八

二
七

一
二
七

︱

︵
宝
永
二
︶・
一
二
・
一
一

︵
一
七
〇
五
︶

︹
阿
部
正
喬
書
状
︺

差
：
阿
部
飛
騨
守
︵
正
喬
︶

宛
：
永
源
寺
︵
全
応
玄
提
︶

一
九
・
五
×
四
三
・
七

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
ヵ
︶

一
枚

一
通

二
二
～
四
四
綴
込
一
括

註
一
九

二
八

一
二
八

︱

︵
宝
永
二
︶・
五
・
一

︵
一
七
〇
五
︶

︹
阿
部
正
喬
書
状
︺

差
：
阿
部
飛
騨
守
︵
正
喬
︶

宛
：
永
源
寺
︵
全
応
玄
提
︶

一
九
・
四
×
四
三
・
七

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
ヵ
︶

一
枚

一
通

二
二
～
四
四
綴
込
一
括

註
二
〇

二
九

一
二
九

︱

年
未
詳
・
一
一
・
一
九

︹
秋
元
喬
朝
書
状
︺

差
：
秋
元
但
馬
守
喬
朝
︵
花
押
︶

宛
：
永
源
寺
︵
全
応
玄
提
ヵ
︶

一
七
・
五
×
四
四
・
五

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
ヵ
︶

一
枚

一
通

二
二
～
四
四
綴
込
一
括

註
二
一

三
〇

一
三
〇

︱

年
未
詳
・
一
二
・
二
九

口
上
之
覚
︵
御
朱
印
頂
戴
御
礼
︶

差
：
秋
元
但
馬
守
︵
喬
朝
︶

宛
：
永
源
寺
︵
全
応
玄
提
ヵ
︶

一
八
・
二
×
三
八
・
二

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
ヵ
︶

一
枚

一
通

二
二
～
四
四
綴
込
一
括

註
二
二

三
一

一
三
一

︱

年
未
詳
・
一
一
・
三

︹
大
久
保
新
右
衛
門
尉
書
状
︺

差
：
大
久
保
新
右
衛
門
尉

宛
：
松
雲
寺

㊤
一
四
･
九
×
四
五
･〇

㊦
一
四
･九
×
四
三
･三

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
︶

二
枚

一
通

二
二
～
四
四
綴
込
一
括

註
二
三

三
二

一
三
二

︱

年
未
詳
・
四
・
三

︹
山
本
義
辰
書
状
︺

差
：
山
本
杢
左
衛
門
義
辰
︵
花
押
︶

宛
：︵
永
源
寺
︶

㊤
一
四
･
二
×
三
八
･
九

㊦
一
四
･
九
×
三
八
･二

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
︶

二
枚

一
通

二
二
～
四
四
綴
込
一
括

註
二
四

三
三

一
三
三

︱

年
未
詳
・
三
・
二
八

︹
木
俣
守
盈
書
状
︺

差
：
木
俣
半
弥
守
盈

宛
：
永
源
寺
︵
全
応
玄
提
︶

一
六
・
五
×
四
一
・
〇

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
ヵ
︶

一
枚

一
通

二
二
～
四
四
綴
込
一
括

三
四

一
三
四

︱

年
未
詳
・
四
・
二

︹
太
田
正
明
書
状
︺

差
：
太
田
十
右
衛
門
正
明
︵
花
押
︶

宛
：
永
源
寺
︵
全
応
玄
提
︶

㊤
一
三
･
九
×
四
四
･七

㊦
一
四
･一
×
四
三
･五

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
︶

二
枚

一
通

二
二
～
四
四
綴
込
一
括

註
二
五

三
五

一
三
五

︱

年
未
詳
・
三
・
二
七

︹
石
居
元
知
・
戸
塚
左
大
夫
連
署
奉
書
︺

差
：
石
居
市
之
丞
元
知
︵
花
押
︶・
戸

塚
左
大
夫
正
包
︵
花
押
︶

宛
：
永
源
寺

㊤
一
四
･
九
×
四
三
･〇

㊦
一
五
･二
×
四
四
･二

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
︶

二
枚

一
通

二
二
～
四
四
綴
込
一
括

註
二
六
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三
六

一
三
六

︱

︵
万
治
二
頃
ヵ
︶

︵
一
六
五
九
︶

︹
井
伊
直
澄
書
状
︺

差
：
井
伊
玄
蕃
頭
︵
直
澄
︶

宛
：
板
橋
志
摩
守
︵
政
郡
︶

㊤
一
五
･
四
×
二
九
･
二

中
右

一
五
･二
×
一
一
･三

中
左

一
五
･〇
×
一
八
･四

㊦
一
三
･四
×
五
･九

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
︶

四
枚

一
通

二
二
～
四
四
綴
込
一
括

註
二
七

三
七

一
三
七

︱

︵
万
治
二
頃
ヵ
︶

︵
一
六
五
九
︶

︹
東
福
門
院
女
房
奉
書
写
︺

差
：
あ
や
の
小
路
︵
綾
小
路
︶
・
せ
ん

し
︵
宣
旨
︶

宛
：︵
井
伊
直
澄
︶

①
三
二
･五
×
三
〇
･
三

②
二
九
･
四
×
七
･七

竪
切
紙

二
枚

一
通

二
二
～
四
四
綴
込
一
括

三
八

一
三
八

︱

年
未
詳
・
一
二
・
二
九

口
上
之
覚
︵
扇
子
御
礼
︶

差
：
井
上
河
内
守
︵
正
岑
︶

宛
：
永
源
寺
︵
全
応
玄
提
ヵ
︶

一
七
・
三
×
四
三
・
六

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
ヵ
︶

一
枚

一
通

二
二
～
四
四
綴
込
一
括

註
二
八

三
九

一
三
九

︱

︵
宝
永
二
以
前
︶・
二
・
二
七

︹
庵
原
助
右
衛
門
書
状
︺

差
：
庵
原
助
右
衛
門
︵
朝
英
ヵ
︶

宛
：
永
源
寺
︵
全
応
玄
提
︶

一
九
・
七
×
四
二
・
二

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
ヵ
︶

一
枚

一
通

二
二
～
四
四
綴
込
一
括

註
二
九

四
〇

一
四
〇

︱

年
未
詳
・
一
二
・
二
九

口
上
覚
︵
扇
子
御
礼
︶

差
：
土
屋
相
模
守
︵
政
直
︶

宛
：
江
州
永
源
寺
︵
全
応
玄
提
︶

一
九
・
五
×
三
九
・
八

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
ヵ
︶

一
枚

一
通

二
二
～
四
四
綴
込
一
括

註
三
〇

四
一

一
四
一

︱

︵
宝
永
二
︶・
閏
四
・
二
九

︵
一
七
〇
五
︶

︹
本
多
正
長
書
状
︺

差
：
本
多
伯
耆
守
︵
正
長
︶

宛
：
永
源
寺
︵
全
応
玄
提
︶

一
九
・
八
×
四
〇
・
二

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
ヵ
︶

一
枚

一
通

二
二
～
四
四
綴
込
一
括

註
三
一

四
二

一
四
二

︱

︵
元
禄
一
四
～
宝
永
七
︶・

二
・
二
八

︵
一
七
〇
一
～
一
七
一
〇
︶

︹
井
伊
直
通
書
状
写
︺

差
：︵
井
伊
︶
直
通

宛
：
木
俣
清
左
衛
門
︵
守
長
︶
︑
長
野

民
部
︵
業
則
︶︑
西
郷
藤
左
衛
門

︵
員
知
︶︑
中
野
助
太
夫
︵
清
三
︶

㊤
一
五
･四
×
三
八
･
九

㊦
一
五
･
四
×
三
一
･
二

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
︶

二
枚

一
通

二
二
～
四
四
綴
込
一
括

註
三
二

四
三

一
四
三

︱

︵
天
明
元
︶・
九
・
一
六

︵
一
七
八
一
︶

︹
烏
丸
光
祖
書
状
︺

差
：︵
烏
丸
︶
光
祖

宛
：
永
源
寺
大
雄
︵
道
祥
︶
和
尚
大
徳

㊤
一
五
･五
×
四
〇
･
六

㊦
一
六
･
三
×
四
二
･
〇

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
︶

二
枚

一
通

二
二
～
四
四
綴
込
一
括

註
三
三

四
四

︱︱

寛
延
二
・
四
・
一

一
七
四
九

︹
別
宗
・
鏡
宗
連
署
覚
書
︺

差
：
監
寺
別
宗
・
維
那
鏡
宗

宛
：
︱

一
八
・
三
×
九
・
三

小
切
紙

一
枚

一
通

二
二
～
四
四
綴
込
一
括

註
三
四

四
五

一
四
四

︱

年
月
日
未
詳

︹
某
天
皇
女
房
奉
書
︺

差
：︵
女
房
︶

宛
：
い
ま
の
□
□

三
一
・
〇
×
四
二
・
六

竪
紙

一
枚

一
通

註
三
五

四
六

一
四
五

︱

年
月
日
未
詳

︹
某
新
典
侍
仮
名
消
息
︺

差
：
新
の
す
け
︵
新
典
侍
︶

宛
：
侍
従

三
一
・
〇
×
四
四
・
一

竪
紙

一
枚

一
通

註
三
六

四
七

一
四
六

︱

年
月
日
未
詳

︹
小
袖
包
紙
︺

差
：
て
い
松

宛
：
︱

三
八
・
七
×
二
六
・
五

一
枚

一
通

註
三
七



註註
一
⁝
綴
込
さ
れ
て
い
る
冊
子
の
法
量
は
︑
三
一
・
〇
×
四
七
・
七
︒
冊
子
の
冒

頭
に
は
︑︹
公
方
家
判
紙
目
子
︺
が
張
り
付
け
ら
れ
て
い
る
︒
な
お
︑
本

文
書
の
袖
の
花
押
は
︑
函
二
三
四
・
二
五
号
︹
田
上
中
庄
田
地
・
田
上
牧

庄
屋
敷
等
注
文
︺
の
裏
花
押
と
同
じ
で
あ
る
︒
ま
た
︑
本
文
書
の
奥
に
︑

左
の
追
筆
が
あ
る
︒

応
永
十
九
年
壬辰

︑
可
庭
和
尚
住
之
時
︑
彼
在
所
依
有
年
々
旱
損
︑
代

物
三
十
貫
沽
却
了
︑

同
廿
二
年
乙未

︑
松
嶺
和
尚
住
之
時
︑
以
彼
料
足
買
得
干

早
(マ
マ
)

水
之
田

地
了
︑

註
二
⁝
円
印
に
つ
い
て
は
︑
本
号
所
収
の
羽
成
論
文
を
参
照
︒

註
三
⁝
年
次
比
定
は
︑
二
二
二
・
七
に
よ
る
︒

註
四
⁝
年
号
の
﹁
け
ん
か
う
﹂
に
つ
い
て
︑
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
影
写
本

︵
三
〇
七
一
．
六
一
︱
一
二
︱
一
︶
二
五
丁
表
の
傍
註
は
︑﹁
元
弘
﹂
に
比
定

し
て
い
る
︒
ま
た
︑
元
弘
四
年
に
比
定
さ
れ
る
伊
勢
大
神
宮
御
領
注
文

︵
神
鳳
鈔
﹃
新
校
群
書
類
従
﹄︑﹃
鎌
倉
遺
文
﹄
三
二
八
六
六
号
︶
に
﹁
守
忠
名
﹂

と
見
え
︑
こ
れ
以
前
に
﹁
守
忠
名
﹂
が
史
料
上
見
え
な
い
こ
と
か
ら
︑

﹁
け
ん
か
う
﹂
は
﹁
元
弘
﹂
を
指
す
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
が
︑
瀬
野
精
一

郎
氏
に
よ
る
と
︑﹁
元
弘
﹂
は
﹁
け
ん
こ
う
﹂
と
読
ま
れ
︑﹁
け
ん
か
う
﹂

は
﹁
元
亨
﹂
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
︵﹁﹃
鎌
倉
遺
文
﹄
研
究
の
課
題
︱
︱
特

に
収
録
重
複
文
書
に
つ
い
て
﹂﹃
鎌
倉
遺
文
研
究
﹄
一
号
︑
一
九
九
八
年
︑
註
一

〇
︶
︒
本
目
録
で
は
︑
暫
定
的
に
瀬
野
氏
の
指
摘
に
拠
っ
た
︒

註
五
⁝
滋
・
文
で
の
文
書
名
は
︑︹
伊
勢
国
久
米
守
忠
管
領
覚
書
︺︒

註
六
⁝
滋
・
文
で
の
文
書
名
は
︑︹
伊
勢
久
米
守
忠
名
条
々
事
書
︺︒
史
八
七
で
の

文
書
名
は
︑︹
伊
勢
久
米
守
忠
名
事
書
条
々
︺︒

註
七
⁝
差
出
に
つ
い
て
︑
滋
・
文
で
は
︑﹁
並
木
某
﹂
と
す
る
︒

註
八
⁝
滋
・
文
で
は
︑
文
書
名
を
︹
宝
寿
院
瑞
松
・
牧
隠
斎
瑞
用
連
署
書
状
︺
と

す
る
が
︑﹁
被
仰
出
候
﹂
と
あ
る
た
め
︑
史
八
七
同
様
に
︑
奉
書
と
し
た
︒

註
九
⁝
奥
に
︑
六
角
氏
頼
に
よ
る
︑
以
下
の
加
判
が
あ
る
︒

為
後
証
所
加
判
形
也

貞
治
五
年
六
月
十
二
日

沙
弥
︵
花
押
︶

註
一
〇
⁝
山
田
越
中
守
幸
実
に
つ
い
て
は
︑
湯
川
敏
治
﹁
公
家
領
荘
園
の
運
営
機

構
︱
︱
近
衛
家
領
の
荘
官
を
め
ぐ
っ
て
﹂
︵﹃
戦
国
期
公
家
社
会
と
荘
園
経

済
﹄
続
群
書
類
従
完
成
会
︑
二
〇
〇
五
年
︑
初
出
一
九
八
六
年
︶
二
二
六
︑

二
二
八
頁
︑
ま
た
本
号
所
収
の
岡
村
論
文
を
参
照
︒

註
一
一
⁝
一
人
目
の
差
出
に
つ
い
て
︑
本
文
書
に
﹁
重
隆
﹂
と
見
え
る
こ
と
か

ら
︑
滋
・
文
で
は
︵
永
原
︶
重
隆
と
す
る
が
︑
函
二
三
四
・
一
五
号
の

花
押
よ
り
重
信
の
誤
写
と
判
断
し
た
︒
な
お
︑
目
賀
田
氏
宛
二
通
に
つ

い
て
は
︑
表
紙
見
返
し
の
押
紙
に
記
述
が
あ
る
︒

註
一
二
⁝
正
保
元
年
︵
一
六
四
四
︶
四
月
︑
前
関
白
近
衛
信
尋
が
井
伊
直
孝
に
対

し
︑
永
源
寺
の
外
護
を
依
頼
す
る
院
宣
を
奉
じ
て
お
り
︑
本
文
書
は
そ

の
返
書
と
さ
れ
て
い
る
︵﹃
近
江
愛
智
郡
誌
﹄
巻
五
︑
五
七
︱
五
八
頁
︶
︒

年
次
比
定
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
に
従
う
︒

註
一
三
⁝
文
書
の
裏
に
︑
宮
木
・
目
賀
田
の
花
押
が
あ
る
︒
滋
・
文
で
の
文
書
名

は
︑︹
六
角
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
︺︒
史
八
七
で
の
文
書
名
は
︑︹
飯
高

六
ヶ
寺
幷
諸
各
庵
・
同
輪
番
所
闕
所
事
︺
︒
函
二
三
四
・
一
九
の
註
九

参
照
︒

註
一
四
⁝
題
箋
に
﹁
重
書
﹂
と
あ
り
︒
綴
込
さ
れ
て
い
る
冊
子
の
法
量
は
三
一
・

〇
×
四
七
・
二
︒
本
文
書
の
袖
に
は
﹁
千
種
大
納
言
殿
筆
︿
南
嶺
和
尚

再
住
時
紫
衣
再
興
﹂
寺
門
伝

奏
事
被
仰
遣
﹀﹂
と
の
押
紙
あ
り
︒

註
一
五
⁝
滋
・
文
で
は
︑
差
出
を
﹁
脇
五
右
衛
門
尉
豊
□
﹂
と
し
て
い
た
が
︑
花

押
か
ら
﹁
脇
五
右
衛
門
尉
豊
重
﹂
と
判
読
し
た
︒
豊
重
の
活
動
時
期
か

四
二
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ら
明
暦
・
寛
文
年
間
の
史
料
と
思
わ
れ
る
が
未
考
︵
彦
根
城
博
物
館
編

﹃
彦
根
藩
史
料
叢
書

侍
中
由
緒
帳
二
﹄
一
九
九
五
年
︑
二
九
四
頁
︶
︒

註
一
六
⁝
差
出
の
裏
松
意
光
は
﹃
公
"
補
任
﹄
に
よ
る
と
元
禄
一
一
年
一
二
月
一

四
日
に
権
中
納
言
を
辞
し
︑
宛
所
の
雪
巌
和
尚
は
﹃
永
源
寺
関
係
寺
院

古
文
書
等
調
査
報
告
書
﹄
に
よ
る
と
元
禄
一
一
年
一
一
月
二
八
日
か
ら

同
一
四
年
七
月
二
七
日
に
再
住
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
本
文
書
は
元
禄

一
二
年
か
ら
元
禄
一
四
年
に
比
定
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
付
箋
に
は
︑﹁
雪

巌
和
尚
住
山
西
王
寺
後
住
儀
ニ

付
﹂
裏
松
前
中
納
言
意
光
"
書
﹂
と
あ

る
︒

註
一
七
⁝
滋
・
文
・
史
八
七
で
は
年
未
詳
と
し
て
い
る
が
︑
閏
四
月
が
あ
る
の
は

延
宝
三
年
︑
宝
永
二
年
︑
享
保
九
年
で
あ
り
︑
内
容
に
よ
り
宝
永
二
年

と
比
定
︒
な
お
全
応
玄
提
の
入
寺
は
宝
永
元
年
一
一
月
一
一
日
︒

註
一
八
⁝
滋
・
文
・
史
八
七
で
は
年
未
詳
と
し
て
い
る
が
︑
註
一
七
に
よ
り
宝
永

二
年
と
比
定
︒

註
一
九
⁝
滋
・
文
・
史
八
七
で
は
年
未
詳
と
し
て
い
る
が
︑
註
一
七
に
よ
り
宝
永

二
年
と
比
定
︒
な
お
︑
弁
之
允
が
掛
川
藩
を
継
ぐ
の
は
同
年
一
二
月
で

あ
り
︑
本
文
書
と
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
が
︑
検
討
を
要
す
る
︒

註
二
〇
⁝
滋
・
文
・
史
八
七
で
は
年
未
詳
と
し
て
い
る
が
︑
註
一
七
に
よ
り
宝
永

二
年
と
比
定
︒

註
二
一
⁝
尚
々
書
に
﹁
今
度
境
内
絵
図
等
茂
相
調
﹂
と
あ
る
︒

註
二
二
⁝
函
二
二
二
・
二
九
号
と
同
年
か
︒

註
二
三
⁝
文
は
一
二
月
と
す
る
︒
滋
・
文
・
史
八
七
で
は
年
未
詳
と
し
て
い
る

が
︑
慈
光
庵
が
松
雲
寺
に
改
修
し
た
の
は
延
宝
七
年
で
あ
り
︑
本
文
書

は
延
宝
七
年
以
降
で
あ
る
︒
裏
は
あ
る
が
︑
改
装
に
よ
り
読
め
な
い
︒

井
伊
年
譜
元
禄
八
年
条
に
登
場
す
る
大
久
保
新
右
衛
門
尉
は
︑﹁
定
能
﹂

と
比
定
さ
れ
て
お
り
︑
本
文
書
と
同
一
人
物
の
可
能
性
が
あ
る
︒
文
書

は
上
下
に
切
断
・
改
装
さ
れ
て
い
る
︒

註
二
四
⁝
﹁
旧
冬
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
函
二
二
二
・
二
九
号
︑
三
〇
号
の
翌
年

に
発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
文
書
は
上
下
に
切
断
・
改
装
さ
れ
て
い

る
︒

註
二
五
⁝
函
二
二
二
・
三
二
号
と
同
年
︒
内
容
か
ら
︑
函
二
二
二
・
二
九
号
︑
三

〇
号
の
翌
年
に
発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
文
書
は
上
下
に
切
断
・
改

装
さ
れ
て
い
る
︒

註
二
六
⁝
差
出
の
ひ
と
り
に
つ
い
て
︑
滋
・
文
で
は
﹁
戸
塚
左
大
夫
正
□
﹂
と

し
︑
史
八
七
で
は
﹁
平
塚
正
周
﹂
と
す
る
が
︑﹁
井
伊
年
譜
﹂
一
〇
巻

宝
永
六
年
六
月
条
よ
り
︑
戸
塚
左
大
夫
正
包
と
比
定
︒
文
書
は
上
下
に

切
断
・
改
装
さ
れ
て
い
る
︒

註
二
七
⁝
本
文
書
は
﹃
瑞
石
歴
代
雑
記
﹄
明
暦
二
年
丙
申
︵
一
六
五
六
︶
条
に
収

載
さ
れ
︑
か
つ
宛
所
の
板
橋
政
郡
が
東
福
門
院
に
附
属
す
る
の
も
明
暦

二
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
滋
・
文
は
本
文
書
を
明
暦
二
年
に
比
定
す

る
︒
し
か
し
︑
板
橋
が
志
摩
守
と
な
る
の
は
明
暦
三
年
一
二
月
で
あ
る

こ
と
か
ら
︑そ
れ
以
降
の
文
書
で
あ
る
︒﹃
永
源
寺
町
史

永
源
寺
編
﹄
で

は
︑万
治
二
年
頃
と
す
る
︒
文
書
は
三
段
に
切
断
・
改
装
さ
れ
て
い
る
︒

註
二
八
⁝
同
日
付
で
あ
る
函
二
二
二
・
三
〇
号
文
書
と
同
年
に
発
給
さ
れ
た
も
の

か
︒

註
二
九
⁝
庵
原
朝
正
の
子
か
︒﹃
侍
中
由
緒
帳
﹄
に
よ
る
と
︑
四
代
助
右
衛
門
朝

英
が
宝
永
二
年
六
月
二
五
日
に
病
死
の
後
︑
主
税
を
名
乗
る
人
物
が
五

代
当
主
と
な
る
︒
そ
の
た
め
︑
宝
永
二
年
以
前
の
文
書
で
あ
る
︒
世
継

観
音
︒

註
三
〇
⁝
同
日
付
で
あ
る
函
二
二
二
・
三
〇
号
の
同
年
に
発
給
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
︒

註
三
一
⁝
年
次
比
定
に
つ
い
て
は
註
一
七
に
同
じ
︒
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註
三
二
⁝
滋
・
文
で
は
﹁
井
伊
直
通
御
書
付
写
﹂︑
史
八
七
で
の
文
書
名
は
︑︹
直

通
書
状
写
︺︒
文
書
は
上
下
に
切
断
・
改
装
さ
れ
て
い
る
︒

註
三
三
⁝
本
文
書
中
に
﹁
後
桃
園
院
尊
儀
三
回
聖
忌
ニ

付
﹂
と
あ
る
の
で
天
明
元

年
で
あ
る
︒
ま
た
︑
本
文
書
を
貼
り
付
け
た
台
紙
に
﹁
銀
花
瓶
之
添

書
︑
天
明
元
︿
辛
丑
﹀
年
也
﹂
と
あ
り
︒
史
八
七
で
は
︹
紀
祖
書
状
︺

と
す
る
が
︑﹃
公
"
補
任
﹄
天
明
元
年
条
に
正
三
位
権
中
納
言
と
し
て

烏
丸
光
祖
が
見
え
る
︒
な
お
︑
文
書
は
上
下
に
切
断
・
改
装
さ
れ
て
い

る
︒

註
三
四
⁝
前
掲
註
一
四
の
冊
子
の
裏
見
返
し
の
左
端
に
貼
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
︒
従
来
の
目
録
に
採
録
さ
れ
て
い
な
い
た
め
︑
以
下
に
写
真
を
掲
載

す
る
︒

な
お
︑裏
表
紙
に
は
︑水
口
藩
主
加
藤
越
中
守
明
英
が
花
押
を
据
え
た

文
書
が
透
け
て
見
え
る
が
︑
裏
見
返
し
が
糊
付
け
さ
れ
て
い
る
た
め
判

読
で
き
な
い
︒
次
頁
上
段
に
︑
画
像
を
反
転
加
工
し
て
︑
写
真
を
掲
載

す
る
︒

註
三
五
⁝
滋
・
文
で
の
文
書
名
は
︹
女
房
奉
書
︺︑
史
八
七
で
は
︹
某
仮
名
消

息
︺︒
本
文
中
に
は
品
宮
︵
常
子
内
親
王
︶
の
名
が
見
え
︑︹
霊
元
天
皇

女
房
奉
書
︺
か
︒

註
三
六
⁝
滋
・
文
で
の
文
書
名
は
︑︹
某
す
け
書
状
︺︑
史
八
七
で
は
︹
某
仮
名
消

息
︺︒

註
三
七
⁝
滋
・
文
で
の
文
書
名
は
︑︹
包
紙
︺︒
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目
録

番
号

文
番
号

遺
番
号

年
月
日

西
暦

文
書
名
︵
内
容
︶

差
出
↓
宛
所

法
量
︵
縦
×
横
︶

形
状

紙
数

員
数

備
考
・
註
記

一

一
七
七

︱

康
安
二
・
二
・
一
七

一
三
六
二

︹
足
利
義
詮
公
帖
︺

差
：
左
中
将
︵
足
利
義
詮
︶
︵
花
押
︶

宛
：
寂
室
︵
元
光
︶
和
尚

二
九
・
九
×
四
三
・
一

竪
紙

一
枚

一
通

一
～
三
巻
子
一
括

題
箋
・
付
箋
あ
り

二

一
七
八

︱

貞
治
二
・
一
・
三
〇

一
三
六
三

︹
足
利
義
詮
公
帖
︺

差
：
権
大
納
言
︵
足
利
義
詮
︶
︵
花
押
︶

宛
：
寂
室
︵
元
光
︶
和
尚
方
丈

二
九
・
八
×
四
四
・
一

竪
紙

一
枚

一
通

一
～
三
巻
子
一
括

付
箋
あ
り

三

一
七
九

︱

観
応
元
・
七
・
九

一
三
五
〇

︹
足
利
義
詮
公
帖
︺

差
：
左
馬
頭
︵
足
利
義
詮
︶︵
花
押
︶

宛
：︵
寂
室
︶
元
光
侍
者

三
二
・
一
×
四
四
・
二

竪
紙

一
枚

一
通

一
～
三
巻
子
一
括

付
箋
あ
り

四

一
八
〇

︱

応
永
二
〇
・
七
・
一
〇

一
四
一
三

︹
室
町
幕
府
管
領
細
川
満
元
奉
書
︺

差
：
沙
弥
︵
道
歓
︑
細
川
満
元
︶
︵
花

押
︶

宛
：
住
持
︵
松
嶺
道
秀
︶

二
九
・
七
×
四
八
・
三

竪
紙

一
枚

一
通

四
～
六
巻
子
一
括

題
箋
・
付
箋
あ
り

註
一

五

一
八
一

︱

永
徳
二
・
八
・
二
二

一
三
八
二

︹
源
信
氏
寄
進
状
︺

差
：
源
信
氏
︵
花
押
︶

宛
：︵
天
恩
寺
︶

三
〇
・
二
×
四
六
・
〇

竪
紙

一
枚

一
通

四
～
六
巻
子
一
括

六

一
八
二

︱

至
徳
四
・
四
・
二

一
三
八
七

︹
修
理
亮
頼
隆
寄
進
状
︺

差
：
修
理
亮
頼
隆
︵
花
押
︶

宛
：︵
天
恩
寺
︶

三
一
・
〇
×
四
五
・
三

竪
紙

一
枚

一
通

四
～
六
巻
子
一
括

註
二

七

一
八
三

︱

永
徳
三
・
五
・
二
八

一
三
八
三

︹
室
町
幕
府
管
領
斯
波
義
将
奉
書
︺

差
：
左
衛
門
佐
︵
斯
波
義
将
︶︵
花
押
︶

宛
：
長
老
︵
弥
天
永
釈
ヵ
︶

三
〇
・
二
×
四
四
・
五

竪
紙

一
枚

一
通

巻
子

題
箋
・
付
箋
あ
り

註
三

八

一
八
四

︱

永
徳
三
・
六
・
二
一

一
三
八
三

︹
足
利
義
満
御
判
御
教
書
︺

差
：︵
花
押
︶︵
足
利
義
満
︶

宛
：
永
源
寺
住
持
︵
松
嶺
道
秀
︶

三
二
・
一
×
五
〇
・
二

竪
紙

一
枚

一
通

八
～
一
〇
巻
子
一
括

題
箋
・
付
箋
あ
り

九

一
八
五

︱

応
永
二
・
三
・
五

一
三
九
五

︹
足
利
義
満
御
判
御
教
書
︺

差
：
大
︵
太
︶
政
大
臣
源
朝
臣
︵
足
利

義
満
︶︵
花
押
︶

宛
：︵
永
源
寺
︶

三
二
・
一
×
四
四
・
〇

竪
紙

一
枚

一
通

八
～
一
〇
巻
子
一
括

付
箋
あ
り

一
〇

一
八
六

︱

応
永
一
七
・
七
・
二
五

一
四
一
〇

︹
足
利
義
持
御
判
御
教
書
︺

差
：︵
花
押
︶︵
足
利
義
持
︶

宛
：
当
寺
住
持
︵
可
庭
道
印
︶

三
二
・
一
×
四
七
・
〇

竪
紙

一
枚

一
通

八
～
一
〇
巻
子
一
括

付
箋
あ
り
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一
一

一
八
七

︱

明
徳
四
・
一
二
・
二
五

一
三
九
三

︹
足
利
義
満
御
判
御
教
書
︺

差
：︵
花
押
︶︵
足
利
義
満
︶

宛
：︵
光
恩
寺
︶
住
持
︵
知
篭
元
周
︶

三
三
・
九
×
五
一
・
四

竪
紙

一
枚

一
通

一
一
～
一
二
巻
子
一
括

註
四

一
二

一
八
八

︱

長
禄
二
・
六
・
二
三

一
四
五
八

︹
足
利
義
政
御
判
御
教
書
︺

差
：︵
花
押
︶︵
足
利
義
政
︶

宛
：︵
光
恩
寺
︶

三
二
・
〇
×
四
七
・
三

竪
紙

一
枚

一
通

一
一
～
一
二
巻
子
一
括

註
五

一
三

一
八
九

︱

応
永
元
・
一
二
・
二
九

一
三
九
四

︹
近
衛
良
嗣
御
教
書
︺

差
：
右
中
弁
︵
広
橋
兼
宣
︶
︵
花
押
︶

宛
：
永
源
寺
長
老
︵
大
蔵
□
□
ヵ
︶

三
二
・
九
×
五
一
・
四

竪
紙

一
枚

一
通

題
箋
・
付
箋
あ
り

註
六

一
四

一
九
〇

︱

応
永
元
・
一
二
・
二
九

一
三
九
四

︹
室
町
幕
府
管
領
斯
波
義
将
施
行
状
︺

差
：
左
衛
門
佐
︵
斯
波
義
将
︶
︵
花
押
︶

宛
：
佐
々
木
備
中
守
︵
六
角
満
高
︶

三
〇
・
四
×
四
八
・
四

竪
紙

一
枚

一
通

一
四
～
一
八
巻
子
一
括

題
箋
・
付
箋
あ
り

註
七

一
五

一
九
一

︱

応
永
二
・
五
・
三

一
三
九
五

︹
室
町
幕
府
管
領
斯
波
義
将
施
行
状
︺

差
：
左
衛
門
佐
︵
斯
波
義
将
︶
︵
花
押
︶

宛
：
佐
々
木
備
中
守
︵
六
角
満
高
︶

三
〇
・
二
×
四
二
・
八

竪
紙

一
枚

一
通

一
四
～
一
八
巻
子
一
括

付
箋
あ
り

註
八

一
六

一
九
二

︱

応
永
一
三
・
一
〇
・
二
七

一
四
〇
六

︹
室
町
幕
府
管
領
斯
波
道
将
奉
書
︺

差
：
沙
弥
︵
道
将
︑
斯
波
義
将
︶︵
花

押
︶

宛
：
佐
々
木
備
中
入
道
︵
崇
寿
︑
六
角

満
高
︶

二
九
・
七
×
四
四
・
一

竪
紙

一
枚

一
通

一
四
～
一
八
巻
子
一
括

付
箋
あ
り

註
九

一
七

一
九
三

︱

応
永
一
九
・
一
〇
・
二
六

一
四
一
二

︹
室
町
幕
府
管
領
細
川
道
歓
奉
書
︺

差
：
沙
弥
︵
道
歓
︑
細
川
満
元
︶
︵
花

押
︶

宛
：
当
寺
住
持
︵
可
庭
道
印
︶

二
九
・
五
×
四
三
・
〇

竪
紙

一
枚

一
通

一
四
～
一
八
巻
子
一
括

付
箋
あ
り

註
一
〇

一
八

一
九
四

︱

応
永
二
一
・
九
・
二

一
四
一
四

︹
室
町
幕
府
管
領
細
川
道
歓
施
行
状
︺

差
：
沙
弥
︵
道
歓
︑
細
川
満
元
︶︵
花

押
︶

宛
：
佐
々
木
備
中
入
道
︵
崇
寿
︑
六
角

満
高
︶

二
九
・
八
×
四
二
・
六

竪
紙

一
枚

一
通

一
四
～
一
八
巻
子
一
括

付
箋
あ
り

註
一
一

一
九

一
九
五

︱

応
永
八
・
七
・
一
九

一
四
〇
一

︹
室
町
幕
府
管
領
畠
山
徳
元
施
行
状
︺

差
：
沙
弥
︵
徳
元
︑
畠
山
基
国
︶︵
花

押
︶

宛
：
佐
々
木
備
中
守
︵
六
角
満
高
︶

二
九
・
六
×
三
九
・
五

竪
紙

一
枚

一
通

一
九
～
二
二
巻
子
一
括

題
箋
あ
り

註
一
二

二
〇

一
九
六

︱

応
永
二
一
・
九
・
二

一
四
一
四

︹
室
町
幕
府
管
領
細
川
道
歓
施
行
状
︺

差
：
沙
弥
︵
道
歓
︑
細
川
満
元
︶
︵
花

押
︶

宛
：
土
岐
大
膳
大
夫
入
道
︵
善
昌
︑
土

岐
康
政
︶

二
九
・
九
×
四
三
・
一

竪
紙

一
枚

一
通

一
九
～
二
二
巻
子
一
括

註
一
三



四
八

446

二
一

一
九
七

︱

康
正
元
・
一
一
・
八

一
四
五
五

︹
室
町
幕
府
管
領
細
川
勝
元
奉
書
︺

差
：
右
京
大
夫
︵
細
川
勝
元
︶
︵
花
押
︶

宛
：
当
院
住
持
︵
虚
白
文
玄
︶

二
八
・
八
×
四
一
・
九

竪
紙

一
枚

一
通

一
九
～
二
二
巻
子
一
括

註
一
四

二
二

一
九
八

︱

文
明
一
二
・
一
一
・
二
九

一
四
八
〇

︹
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
︺

差
：
沙
弥
︵
常
通
︑
清
貞
秀
︶︵
花
押
︶
・

対
馬
守
︵
松
田
数
秀
︶
︵
花
押
︶

宛
：
当
院
雑
掌

二
七
・
〇
×
四
二
・
六

竪
紙

一
枚

一
通

一
九
～
二
二
巻
子
一
括

二
三

一
九
九

︱

応
永
二
一
・
四
・
三

一
四
一
四

︹
足
利
義
持
御
判
御
教
書
︺

差
：︵
花
押
︶︵
足
利
義
持
︶

宛
：︵
天
恩
寺
︶
住
持

三
三
・
七
×
五
一
・
九

竪
紙

一
枚

一
通

題
箋
・
付
箋
あ
り

二
四

二
〇
〇

︱

応
永
二
一
・
九
・
八

一
四
一
四

︹
六
角
崇
寿
遵
行
状
︺

差
：
沙
弥
︵
崇
寿
︑
六
角
満
高
︶
︵
花

押
︶

宛
：
目
賀
田
遠
江
守

二
九
・
〇
×
四
二
・
三

竪
紙

一
枚

一
通

二
四
～
三
七
巻
子
一
括

題
箋
あ
り

二
五

二
〇
一

︱

応
永
二
一
・
九
・
一
四

一
四
一
四

︹
土
岐
善
昌
遵
行
状
︺

差
：
沙
弥
︵
善
昌
︑
土
岐
康
政
︶
︵
花

押
︶

宛
：
春
︵
日
︶
部
三
郎
左
衛
門
尉

二
九
・
三
×
四
一
・
九

竪
紙

一
枚

一
通

二
四
～
三
七
巻
子
一
括

二
六

二
〇
二

︱

文
明
一
八
・
一
一
・
三

一
四
八
六

︹
京
極
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
︺

差
：
光
堅
︵
花
押
︶・
清
信
︵
花
押
︶

宛
：
山
上
永
安
寺

一
三
・
一
×
三
八
・
四

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
ヵ
︶

一
枚

一
通

二
四
～
三
七
巻
子
一
括

二
七

二
〇
三

︱

︵
明
応
元
︶・
一
〇
・
二
五

︵
一
四
九
二
︶

︹
飯
尾
元
行
書
状
︺

差
：︵
飯
尾
︶
元
行
︵
花
押
︶

宛
：
飯
尾
中
務
大
夫
︵
行
房
︶

一
二
・
九
×
三
八
・
四

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
ヵ
︶

一
枚

一
通

二
四
～
三
七
巻
子
一
括

註
一
五

二
八

二
〇
四

一
八
一

永
正
九
・
五
・
一
四

一
五
一
二

︹
伊
庭
貞
説
書
下
︺

差
：︵
伊
庭
︶
貞
説
︵
花
押
︶

宛
：
当
寺
御
住
持
︵
叔
華
秀
円
︶

一
三
・
〇
×
三
八
・
七

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
ヵ
︶

一
枚

一
通

二
四
～
三
七
巻
子
一
括

二
九

二
〇
五

︱

応
仁
二
・
九
・
二
三

一
四
六
八

︹
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
案
︺

差
：
(布
施
︶
貞
基
在
判
・︵
松
田
︶
秀

興
在
判

宛
：
畠
山
式
部
少
輔

一
三
・
五
×
三
八
・
〇

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
ヵ
︶

一
枚

一
通

二
四
～
三
七
巻
子
一
括

三
〇

二
〇
六

︱

延
徳
三
・
一
二
・
一
一

一
四
九
一

︹
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
︺

差
：
(飯
尾
︶
清
房
︵
花
押
︶・︵
飯
尾
︶

春
貞
︵
花
押
︶

宛
：
南
都
大
乗
院
雑
掌

一
三
・
五
×
三
七
・
六

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
ヵ
︶

一
枚

一
通

二
四
～
三
七
巻
子
一
括

註
一
六

三
一

二
〇
七

︱

享
徳
三
・
六
・
二
四

一
四
五
四

︹
一
色
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
︺

差
：
(小

倉
︶
範

徳
︵
花

押
︶・
親

信

︵
花
押
︶

宛
：
石
河
佐
渡
入
道
︵
道
悟
︶

一
四
・
〇
×
三
七
・
二

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
ヵ
︶

一
枚

一
通

二
四
～
三
七
巻
子
一
括
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三
二

二
〇
八

︱

明
応
三
・
一
二
・
五

一
四
九
四

︹
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
︺

差
：
(飯
尾
︶
春
貞
︵
花
押
︶
・
︵
飯
尾
︶

元

行
︵
花

押
︶・︵
飯

尾
︶
清

房

︵
花
押
︶

宛
：
楢
葉

一
三
・
四
×
三
八
・
四

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
ヵ
︶

一
枚

一
通

二
四
～
三
七
巻
子
一
括

三
三

二
〇
九

︱

明
応
三
・
一
二
・
一
〇

一
四
九
四

︹
飯
尾
春
貞
書
状
︺

差
：
(飯
尾
︶
春
貞
︵
花
押
︶

宛
：
当
所
名
主
百
姓
中

一
三
・
七
×
三
八
・
三

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
ヵ
︶

一
枚

一
通

二
四
～
三
七
巻
子
一
括

三
四

二
一
〇

︱

明
応
二
・
七
・
二
六

一
四
九
三

︹
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
︺

差
：
散
位
︵
飯
尾
春
貞
︶︵
花
押
︶・
信

濃
前
司
︵
諏
訪
貞
通
︶︵
花
押
︶

宛
：
山
上
含
空
院
雑
掌

二
七
・
九
×
四
二
・
〇

竪
紙

一
枚

一
通

二
四
～
三
七
巻
子
一
括

三
五

二
一
一

︱

明
応
三
・
一
〇
・
一
六

一
四
九
四

︹
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
︺

差
：
散
位
︵
飯
尾
春
貞
︶︵
花
押
︶・
信

濃
前
司
︵
諏
訪
貞
通
︶︵
花
押
︶

宛
：
山
上
含
空
院
雑
掌

二
八
・
二
×
四
一
・
九

竪
紙

一
枚

一
通

二
四
～
三
七
巻
子
一
括

三
六

二
一
二

︱

明
応
三
・
一
二
・
五

一
四
九
四

︹
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
︺

差
：
(飯
尾
︶
春
貞
︵
花
押
︶・︵
飯
尾
︶

元

行
︵
花

押
︶・︵
飯

尾
︶
清

房

︵
花
押
︶

宛
：
仁
木
左
京
大
夫
︵
政
長
︶

一
三
・
三
×
三
八
・
八

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
ヵ
︶

一
枚

一
通

二
四
～
三
七
巻
子
一
括

三
七

二
一
三

一
七
七

永
正
八
・
四
・
二

一
五
一
一

︹
伊
庭
貞
説
書
下
︺

差
：
(伊
庭
︶
貞
説
︵
花
押
︶

宛
：
所
々
散
在
段
銭
要
脚
奉
行
中
・
名

主
沙
汰
人
百
姓
中

一
三
・
四
×
三
八
・
八

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
ヵ
︶

一
枚

一
通

二
四
～
三
七
巻
子
一
括

三
八

二
一
四

︱

嘉
吉
元
・
一
二
・
一
七

一
四
四
一

︹
室
町
幕
府
管
領
細
川
持
之
下
知
状
︺

差
：
右
京
大
夫
源
朝
臣
︵
細
川
持
之
︶

︵
花
押
︶

宛
：
(永
源
寺
塔
頭
含
空
院
︶

三
三
・
二
×
三
九
・
〇

竪
紙

一
枚

一
通

題
箋
・
付
箋
あ
り

註
一
七

三
九

二
一
五

︱

長
禄
二
・
五
・
二
七

一
四
五
八

︹
一
色
氏
奉
行
人
連
署
奉
書
︺

差
：︵
小

倉
︶
範

徳
︵
花

押
︶・
助

正

︵
花
押
︶

宛
：
石
河
佐
渡
入
道
︵
道
悟
︶

一
四
・
三
×
三
八
・
〇

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
ヵ
︶

一
枚

一
通

三
九
～
四
六
巻
子
一
括

題
箋
・
付
箋
あ
り

四
〇

二
一
六

︱

長
禄
二
・
七
・
四

一
四
五
八

︹
石
河
道
悟
遵
行
状
︺

差
：
(石
河
︶
道
悟
︵
花
押
︶

宛
：
大
屋
知
四
郎
左
衛
門
入
道

一
三
・
二
×
三
八
・
〇

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
ヵ
︶

一
枚

一
通

三
九
～
四
六
巻
子
一
括

付
箋
あ
り

四
一

二
一
七

︱

延
徳
三
・
一
〇
・
九

一
四
九
一

︹
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
︺

差
：
(飯
尾
︶
清
房
︵
花
押
︶・︵
飯
尾
︶

元
行
︵
花
押
︶

宛
：
安
富
筑
後
守
︵
元
家
︶

一
三
・
一
×
三
九
・
四

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
ヵ
︶

一
枚

一
通

三
九
～
四
六
巻
子
一
括

付
箋
あ
り



五
〇

448

四
二

二
一
八

︱

延
徳
三
・
一
二
・
二
九

一
四
九
一

︹
安
富
元
家
遵
行
状
︺

差
：
(安
富
︶
元
家
︵
花
押
︶

宛
：
高
橋
三
郎
右
衛
門
尉

一
三
・
三
×
三
九
・
〇

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
ヵ
︶

一
枚

一
通

三
九
～
四
六
巻
子
一
括

付
箋
あ
り

註
一
八

四
三

二
一
九

︱

延
徳
三
・
一
二
・
一
一

一
四
九
一

︹
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
︺

差
：
(飯
尾
︶
清
房
︵
花
押
︶
・
︵
飯
尾
︶

春
貞
︵
花
押
︶

宛
：
当
所
名
主
沙
汰
人
中

一
三
・
三
×
三
九
・
二

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
ヵ
︶

一
枚

一
通

三
九
～
四
六
巻
子
一
括

付
箋
あ
り

註
一
九

四
四

二
二
〇

︱

延
徳
三
・
一
二
・
一
一

一
四
九
一

︹
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
︺

差
：
(飯
尾
︶
清
房
︵
花
押
︶
・
︵
飯
尾
︶

春
貞
︵
花
押
︶

宛
：
当
所
名
主
沙
汰
人
中

一
三
・
六
×
三
九
・
〇

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
ヵ
︶

一
枚

一
通

三
九
～
四
六
巻
子
一
括

付
箋
あ
り

註
二
〇

四
五

二
二
一

︱

延
徳
三
・
一
二
・
一
一

一
四
九
一

︹
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
︺

差
：
(飯
尾
︶
清
房
︵
花
押
︶・︵
飯
尾
︶

春
貞
︵
花
押
︶

宛
：
安
富
筑
後
守
︵
元
家
︶

一
三
・
六
×
三
九
・
六

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
ヵ
︶

一
枚

一
通

三
九
～
四
六
巻
子
一
括

付
箋
あ
り

註
二
一

四
六

二
二
二

︱

明
応
三
・
一
二
・
三

一
四
九
四

︹
室
町
幕
府
奉
行
人
連
署
奉
書
︺

差
：
(飯
尾
︶
春
貞
︵
花
押
︶・︵
飯
尾
︶

元

行
︵
花

押
︶・︵
飯

尾
︶
清

房

︵
花
押
︶

宛
：
山
上
永
源
寺
雑
掌

一
三
・
四
×
三
九
・
二

切
紙
︵
モ
ト
折
紙
ヵ
︶

一
枚

一
通

三
九
～
四
六
巻
子
一
括

付
箋
あ
り

四
七

二
二
三

︱

長
禄
三
・
五
・
二
五

一
四
五
九

︹
足
利
義
政
御
判
御
教
書
︺

差
：
(花
押
︶︵
足
利
義
政
︶

宛
：
住
持
︵
天
容
紹
普
︶

三
三
・
〇
×
四
五
・
三

竪
紙

一
枚

一
通

四
七
～
五
一
巻
子
一
括

付
箋
あ
り

四
八

二
二
四

︱

長
禄
三
・
五
・
二
五

一
四
五
九

︹
足
利
義
政
御
判
御
教
書
︺

差
：
(花
押
︶︵
足
利
義
政
︶

宛
：
住
持
︵
天
容
紹
普
︶

三
二
・
四
×
四
七
・
九

竪
紙

一
枚

一
通

四
七
～
五
一
巻
子
一
括

付
箋
あ
り

四
九

二
二
五

︱

長
禄
三
・
五
・
二
五

一
四
五
九

︹
足
利
義
政
御
判
御
教
書
︺

差
：
内
大
臣
兼
右
近
衛
大
将
源
朝
臣

︵
足
利
義
政
︶︵
花
押
︶

宛
：
(永
源
寺
含
空
院
︶

三
二
・
五
×
四
七
・
一

竪
紙

一
枚

一
通

四
七
～
五
一
巻
子
一
括

奥
︵
上
︶
署
判

五
〇

二
二
六

︱

長
禄
三
・
五
・
二
五

一
四
五
九

︹
足
利
義
政
御
判
御
教
書
︺

差
：
内
大
臣
兼
右
近
衛
大
将
源
朝
臣

︵
足
利
義
政
︶︵
花
押
︶

宛
：
(永
源
寺
含
空
院
︶

三
二
・
五
×
四
七
・
二

竪
紙

一
枚

一
通

四
七
～
五
一
巻
子
一
括

奥
︵
上
︶
署
判

付
箋
あ
り

五
一

二
二
七

︱

文
明
一
〇
・
一
二
・
二

一
四
七
八

︹
足
利
義
政
御
判
御
教
書
︺

差
：
准
三
宮
︵
足
利
義
政
︶︵
花
押
︶

宛
：
(永
源
寺
含
空
院
︶

三
二
・
三
×
四
四
・
一

竪
紙

一
枚

一
通

四
七
～
五
一
巻
子
一
括

奥
上
署
判

付
箋
あ
り

五
二

二
二
八

︱

延
徳
三
・
八
・
六

一
四
九
一

︹
足
利
義
稙
御
判
御
教
書
︺

差
：
(花
押
︶︵
足
利
義
稙
︶

宛
：
(永
源
寺
︶

三
二
・
三
×
四
二
・
二

竪
紙

一
枚

一
通

五
二
～
五
四
巻
子
一
括

題
箋
・
付
箋
あ
り



目
録
⑥

函
二
三
二

五
一

449

五
三

二
二
九

︱

延
徳
三
・
八
・
六

一
四
九
一

︹
足
利
義
稙
御
判
御
教
書
︺

差
：
参
議
左
近
衛
権
中
将
源
朝
臣
︵
足

利
義
稙
︶︵
花
押
︶

宛
：
(永
源
寺
含
空
院
︶

三
二
・
三
×
四
六
・
四

竪
紙

一
枚

一
通

五
二
～
五
四
巻
子
一
括

奥
︵
上
︶
署
判

付
箋
あ
り

五
四

二
三
〇

︱

延
徳
三
・
八
・
六

一
四
九
一

︹
足
利
義
稙
御
判
御
教
書
︺

差
：
(花
押
︶︵
足
利
義
稙
︶

宛
：
(永
源
寺
︶

三
二
・
三
×
四
五
・
八

竪
紙

一
枚

一
通

五
二
～
五
四
巻
子
一
括

付
箋
あ
り

五
五

二
三
一

︱

安
永
九
・
五
・
二
七

一
七
八
〇

︹
烏
丸
光
祖
寄
附
状
︺

差
：
権
中
納
言
︵
烏
丸
光
祖
︶︵
花
押
︶

宛
：
永
源
寺
住
持
大
雄
︵
道
祥
︶
和
尚

禅
室

三
七
・
七
×
五
三
・
一

竪
紙

一
枚

一
通

題
箋
あ
り

註
二
二

五
六

二
三
二

︱

年
月
日
未
詳

︹
某
天
皇
女
房
奉
書
︺

差
：
中
納
言

宛
：
光
う
ん
寺
方
丈

三
九
・
〇
×
五
三
・
五

竪
紙

一
枚

一
通

題
箋
あ
り

註
二
三



註註
一
⁝
滋
・
文
・
史
八
七
で
の
文
書
名
は
︑︹
室
町
将
軍
家
御
教
書
︺︒

註
二
⁝
な
お
史
八
七
は
差
出
を
﹁
修
理
亮
頼
高
﹂
と
す
る
が
︑﹁
修
理
亮
頼
隆
﹂

で
あ
る
︒

註
三
⁝
滋
・
文
・
史
八
七
で
の
文
書
名
は
︑︹
室
町
将
軍
家
御
教
書
︺︒

註
四
⁝
題
箋
に
﹁
鹿
苑
院
殿
御
祈
寺
公
帖
末
寺
光
恩
寺
同

寺
領
御
教
書
末
寺
光

恩
寺
﹂
と
あ
る
が
︑
光
恩
寺
が
永
源
寺
末
寺
で
あ
る
か
は
未
詳
︒
本
文
書

が
永
源
寺
文
書
と
し
て
伝
来
し
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
は
︑﹁
瑞
石
歴
代

雑
記
﹂
文
和
二
年
︵
一
三
五
三
︶
条
に
寂
室
元
光
が
聖
厳
に
よ
っ
て
因
幡

国
智
頭
郡
千
土
師
村
に
建
立
さ
れ
た
﹁
天
桂
山
光
恩
寺
﹂
の
開
山
と
し
て

招
請
さ
れ
た
こ
と
が
見
え
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
し
一
一

号
の
宛
所
と
し
て
見
え
る
明
徳
四
年
時
点
の
光
恩
寺
住
持
に
つ
い
て
は
不

明
で
あ
る
︒な
お
︑本
文
書
の
前
年
に
は
︑明
徳
三
年
一
〇
月
一
六
日
室
町

幕
府
管
領
細
川
頼
元
施
行
状︵﹃
武
家
手
鑑
釈
文
﹄中
ノ
四
︑七
八
頁
︶に
て
︑因

幡
守
護
山
名
氏
家
に
因
幡
国
光
恩
寺
領
に
つ
い
て
施
行
命
令
が
出
て
い
る
︒

註
五
⁝
前
記
註
の
題
箋
で
は
長
禄
年
間
の
光
恩
寺
関
連
の
文
書
も
伝
わ
り
︑
一

〇
・
一
一
号
文
書
は
長
禄
二
年
以
降
に
入
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
永
源
寺

文
書
に
は
長
禄
年
間
の
文
書
が
多
く
残
る
こ
と
も
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
︒

註
六
⁝
滋
・
文
で
の
文
書
名
は
︑︹
近
衛
良
嗣
所
領
寄
進
状
︺︒

註
七
⁝
滋
・
文
・
史
八
七
で
の
文
書
名
は
︑︹
室
町
将
軍
家
御
教
書
︺︒

註
八
⁝
滋
・
文
・
史
八
七
で
の
文
書
名
は
︑︹
室
町
将
軍
家
御
教
書
︺︒

註
九
⁝
滋
・
文
・
史
八
七
で
の
文
書
名
は
︑︹
室
町
将
軍
家
御
教
書
︺︒

註
一
〇
⁝
滋
・
文
・
史
八
七
で
の
文
書
名
は
︑︹
室
町
将
軍
家
御
教
書
︺︒

註
一
一
⁝
滋
・
文
・
史
八
七
で
の
文
書
名
は
︑︹
室
町
将
軍
家
御
教
書
︺︒

註
一
二
⁝
滋
・
文
・
史
八
七
で
の
文
書
名
は
︑︹
室
町
将
軍
家
御
教
書
︺︒

註
一
三
⁝
滋
・
文
・
史
八
七
で
の
文
書
名
は
︑︹
室
町
将
軍
家
御
教
書
︺︒

註
一
四
⁝
滋
・
文
・
史
八
七
で
の
文
書
名
は
︑︹
室
町
将
軍
家
御
教
書
︺︒

註
一
五
⁝
宛
所
の
飯
尾
行
房
に
つ
い
て
は
︑
明
応
元
年
一
〇
月
一
一
日
付
の
函
二

三
四
・
一
七
号
︑
二
七
号
文
書
に
見
え
る
︒
そ
の
た
め
本
文
書
も
明
応

元
年
に
比
定
さ
れ
る
︒

註
一
六
⁝
南
都
大
乗
院
に
つ
い
て
は
︑
函
二
三
二
・
四
四
号
に
関
連
文
書
が
あ

る
︒
な
お
︑
延
徳
三
年
一
二
月
は
︑
永
源
寺
領
に
関
わ
る
幕
府
奉
行
人

奉
書
が
多
く
発
給
さ
れ
て
い
る
︒
詳
細
に
つ
い
て
は
︑
深
谷
幸
治
﹁
近

江
永
源
寺
領
に
お
け
る
戦
争
と
寺
領
保
全
﹂
︵
小
林
一
岳
編
﹃
日
本
中
世

の
山
野
紛
争
と
秩
序
﹄
同
成
社
︑
二
〇
一
八
年
︶
参
照
︒

註
一
七
⁝
滋
・
文
・
史
八
七
で
の
文
書
名
は
︑︹
室
町
将
軍
家
御
教
書
︺︒

註
一
八
⁝
本
文
書
に
記
さ
れ
る
﹁
不
入
地
﹂
と
六
角
氏
征
伐
の
関
係
に
つ
い
て

は
︑
註
一
六
深
谷
論
文
参
照
︒

註
一
九
⁝
延
徳
三
年
一
二
月
に
発
給
さ
れ
た
永
源
寺
領
に
関
わ
る
幕
府
奉
行
人
奉

書
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
註
一
六
深
谷
論
文
参
照
︒

註
二
〇
⁝
延
徳
三
年
一
二
月
に
発
給
さ
れ
た
永
源
寺
領
に
関
わ
る
幕
府
奉
行
人
奉

書
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
註
一
六
深
谷
論
文
参
照
︒
南
都
大
乗
院
に
つ
い

て
は
︑
函
二
三
二
・
三
〇
号
に
関
連
文
書
が
あ
る
︒

註
二
一
⁝
延
徳
三
年
一
二
月
に
発
給
さ
れ
た
永
源
寺
領
に
関
わ
る
幕
府
奉
行
人
奉

書
に
つ
い
て
は
︑
前
掲
註
一
六
深
谷
論
文
参
照
︒

註
二
二
⁝
滋
の
住
持
一
覧
で
は
︑
大
雄
道
祥
の
入
寺
が
﹁
九
月
三
日
﹂
と
な
っ
て

い
る
が
︑
本
文
書
の
内
容
か
ら
︑
五
月
に
は
入
寺
し
て
い
た
こ
と
が
判

明
し
た
︒
な
お
︑
函
二
二
二
・
四
三
号
に
関
連
文
書
が
あ
る
︒

註
二
三
⁝
滋
・
文
で
の
文
書
名
は
︑︹
東
福
門
院
女
房
奉
書
︺
︒﹃
近
江
愛
智
郡
誌
﹄

巻
五
で
は
︑
寛
文
一
一
年
︵
一
六
七
一
︶
に
︑
一
切
経
を
購
入
し
た
際
︑

東
福
門
院
か
ら
黄
金
三
〇
両
の
寄
付
が
あ
っ
た
と
す
る
︒
な
お
﹁
光
う

ん
寺
﹂
に
つ
い
て
は
不
明
︒
塔
頭
・
末
寺
に
は
な
い
︒

五
二
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